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▶日　時　10月23日㈭　午後１時30分～３時
▶場　所　棚倉町保健福祉センター
▶演　題　リラックス健康法を身につけよう！
▶講　師　針生ヶ丘病院居宅介護支援事業所
　　　　　所長　大森 洋亮先生（臨床心理士）
▶申込期限　10月17日㈮までに、お電話でお申
　　　　　し込みください。
▶お申し込み・お問い合わせ
　健康福祉課　健康づくり係
　（保健福祉センター内）
　☎ 33-7801

▶開催日　９月28日㈰
▶場　所　棚倉町文化センター（倉美館）

▶時　間　午後１時30分～４時
▶内　容　
・記念講演「美しい水環境とおさかなの国」
　東京海洋大学客員准教授　さかなクン
・ポスターコンクール　表彰・作品紹介
・活動発表　久慈川を守る会
・高野幼稚園児・小学１年生によるアトラク
　ション 等
▶入場料　無料

▶時　間　午前10時～午後３時
▶内　容
・下水道に関する相談コーナー
・パネル展示
・ポスターコンクール作品展示
・飲食ブース、お菓子釣り上げ、ふわふわ
（無料、数量限定） 等

▶お問い合わせ　上下水道課　☎33-2119

下水道フォーラム2014

下 水 道 ま つ り

こころの健康講演会を開催します

下水道フォーラム2014
下水道まつりを開催します　漏水等による水道料金、水道管やメーター

器の修理費用は、使用者の個人負担となります。
　日頃からの点検で、漏水の早期発見がで
き、水の無駄遣いを防止できます。月に一度は、
水道メーターの確認を行いましょう。
○漏水を確認するには
　水道の蛇口を全部
閉め、メーター器の
銀色のパイロット
（写真矢印部分）が
回っていれば、漏水
の疑いがあります。
○漏水を修理するには
　漏水を発見したときは、速やかに町指定
の給水装置工事事業者（水道工事店）に修
理をご依頼ください。
○こんな時は、上下水道課へご連絡ください
　本管や本管からメーター接合部までの給水
管漏水は、町が修理することになります。雨
が降っていないのに地面が常に湿っていたり、
その範囲が広くなるなど、漏水が疑われると
きは上下水道課へご連絡ください。
▶お問い合わせ 上下水道課　☎ 33-2119

▶日　時　10月６日㈪　午後１時30分～
▶場　所　郡山労働福祉会館　大ホール
▶内　容　
　○講演「思春期とこころの病」
　○活動紹介：福島県ひきこもり支援センター
▶申　込　
　９月29日㈪までに、お電話でお申し込みく
　ださい。
▶お申し込み・お問い合わせ
　福島県精神保健福祉センター
　☎024-535-3556

漏水の早期発見・早期修理を！

思春期精神保健セミナーを開催します
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民 生 委 員 弁 護 士
開 催 日 14日㈫ 16日㈭
時 間 午前９時～正午 午前10時30分～午後３時
場 所 保健福祉センター　相談室
お問い合わせ 町社会福祉協議会　☎33-2623

10月の各種相談のご案内

総合体育館 赤館公園 14区コミュニティセンター
8/27 0.14/0.18 8/27 0.16/0.17 8/27 0.15/0.24
花園集会所 中豊駅前 金沢内野球場

8/27 0.11/0.13 8/27 0.12/0.11 8/28 0.20/0.24
板橋集会所 一色集会所 堤集会所

8/28 0.13/0.15 8/28 0.21/0.34 8/28 0.14/0.24
小菅生集会所 富岡・三森線 瀬ヶ野入口 小爪・祝部内集会所

8/28 0.20/0.25 8/27 0.19/0.17 8/27 0.14/0.17
山際集会所 下大梅集会所 漆草集会所

8/27 0.17/0.18 8/27 0.13/0.12 8/27 0.15/0.16
八槻第 4集会所 中山本集会所 山本不動尊駐車場
8/28 0.13/0.14 8/28 0.13/0.14 8/28 0.19/0.29
双ノ平屯所 下流集会所 山田集会所

8/28 0.08/0.10 8/28 0.11/0.12 8/28 0.13/0.13
※左 : 地上１ｍ /右 : 地上 10cmでの測定値（単位 : μＳｖ/ｈ）
▶お問い合わせ　住民課　☎ 33-2116

町内放射線測定値を報告します

　現在、「臨時福祉給付金」、「子育て世帯
臨時特例給付金」の申請受付を行っておりま
す。対象となっている方で、まだ申請がお済
みでない方は、お早目に申請されますようお
願いいたします。
▶申請場所　役場１階　特設窓口
▶受付時間　午前８時30分～午後５時15分
▶申請期限　10月１日㈬
　※申請がなかった場合には辞退したものと
　　みなされますのでご注意ください。
▶お問い合わせ
　健康福祉課　福祉係　☎33-2117

　ドラム缶や基準に適合しない焼却炉、ブロ
ック囲い、素掘りした地面でのごみの焼却は、
法律で禁止されています。違反すると５年以
下の懲役もしくは１千万円以下の罰金（また
はその両方）に処せられるとともに、法人の
場合は３億円以下の罰金に処せられる両罰規
定が定められています。
　ごみはきちんと分別して所定の集積所へ出
すか、東白クリーンセンター（東白衛生組合）
へ直接搬入してください。
▶お問い合わせ
　住民課　消防環境係　☎33-2116

「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」
申請期限は１０月１日(水)までです！

家庭でのごみの焼却はやめましょう！

　結核は、人から人にうつる感染症です。早
期発見・早期治療により治すことができます
ので、正しい知識を身につけましょう。
○重症になる前に早期に病院を受診しましょう。
○65歳以上の方は、年に１回胸部レントゲン
検査を受けましょう。
○１歳に至るまでにBCG予防接種を受けましょ
う。

「長引く咳
せき

は“風邪”…“結核”かも!?」
９月24日～30日は結核予防週間です

心配ごと相談

秋の全国交通安全運動期間9月21日～
　　30日は

交通事故に注意しましょう。

「小さくても　大きな安全　反射材」

▶受付場所　町社会福祉協議会
　　　　　（保健福祉センター内 )
▶受付期限　10月27日㈪まで
▶その他
・受付物は、新品（未使用品）のものに限
らせていただきます。

・食品は、お預かりできませんのでご了承
ください。

・持参することができない場合、連絡いた
だければ、取りに伺います。

日　時　11月３日（月・祝）
　　　　午前10時～午後３時
場　所　ルネサンス棚倉駐車場
　　　　（わくわくフェスタ会場内）
　バザーの収益金はすべて福島県共同募金
会へ送金し、社会福祉事業に活用します。

バザー品を募集します
～赤い羽根共同募金運動・チャリティバザー～

▶お問い合わせ
　町社会福祉協議会　☎ 33-2623

チャリティバザーチャリティバザー


